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ステート・ストリート投信投資顧問 

新人事を発表、日本における営業体制を拡充 
 
 

【東京発 2004年 6月 1日付】ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取
引所: STT）の資産運用部門であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSgA）は、
坂口 裕一（さかぐち ゆういち）が、金融機関等の機関投資家および投資信託の販売会社向け営業・
顧客サービスに従事するために営業部長として入社したことを発表しました。ステート・ストリート
投信投資顧問の代表取締役社長である山本幸次の直属となるマーケティング・チームの一員に加わり、
日本におけるビジネスの戦略的な拡大を推進します。 

 
ステート・ストリート投信投資顧問（株）入社以前、坂口氏は 5年にわたり UAMの日本法人で

ある UAM（Japan）及びユナイテッド投信の営業部長として企業年金・金融機関などの機関投資家
向け営業および法人・個人顧客向けの商品企画に携わりました。また、同社以前には日本債券信用銀
行に勤務し、主に証券投資業務に 10年以上従事した経験を有します。 

 
ステート・ストリート・ジャパンのシニア・ヴァイス・プレジデント及び日本・オーストラリア

統括 資産運用部門代表であるマーク・ラズバーガーは、｢坂口氏を新たに資産運用部門に迎えたこと
により、日本のお客様への幅広い投資ソリューションの提供にステート・ストリートが大きく貢献で
きると確信しています｣と語り、事業体制の拡充に対する意欲を示しました。 
 
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSgA） 
ステート･ストリート･コーポレーションの資産運用部門であるステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ
（SSgA）は、全てのアセットクラス、投資手法、スタイルを網羅する投資戦略およびソリューションを全世界の顧客
に提供している。1.2 兆ドルの投資プログラム、ポートフォリオ運用資産を有し、ボストンの他に、東京、香港、シ
ンガポール、ロンドン、パリ、モントリオール、ミュンヘンおよびシドニーに主要業務拠点を、また世界 28 都市に事
業拠点を構える。さらに詳細な情報については、SSgA のウェブサイトhttp://www.ssga.com/を参照されたい。 
 

ステート・ストリート・コーポレーション 

ステート･ストリート･コーポレーション(ニューヨーク証券取引所：ティッカー・シンボル STT)は、経験豊富な世界
の投資家を対象に、資産管理や資産運用、リサーチ＆トレーディング等のサービスを提供する世界有数の金融機関で
ある。米国マサチューセッツ州ボストンを本拠に、9.4 兆ドルのカストディー資産と 1.2 兆ドルの運用資産を有する
当社は、世界 24 ヶ国、100 以上の市場を網羅、総勢 19,800 名の従業員を擁し、業務を展開している。詳細について
は、ステート･ストリートのウェブサイトwww.statestreet.comを参照されたい。 

### 

ここに掲載された情報には、金融見通しや事業環境など米国連邦証券諸法の下における将来展望を含んでいます。そ
れは現時点での予測の基づいており、数多くのリスクや不確実な要素も含みます。将来展望と実績が著しく乖離した
重要な要因は、ステート・ストリート・コーポレーション（以下「ステート・ストリート」という。）の 2003 年度年
次報告書に開示され、証券取引委員会（SEC）にも届出されています。その重要な要因には、ステート・ストリートの
新規のお客様との取引開始および既存のお客様へのサービス拡大、世界や地域の金融市場の評価、サービスを提供す
る市場の動態などのペースに係るリスクや不確実な要素を含んでいます。お客様には、いかなる投資判断をされるよ

http://www.ssga.com/
http://www.statestreet.com/


 

りも前に、ステート・ストリートの年次報告書や証券取引委員会（SEC）への届出内容や関連した告示をご覧になるこ
とをお奨めします。この将来展望は、2004 年 06 月 1 日現在のものであり、それ以降に発生した出来事等の反映を保
証するものではありません。 

 
お問い合わせ 

ステート・ストリート広報担当 松田美佳（まつだ みか） 
電話：03-5408-7370 (直通) Fax: 03-5408-7211 
メールアドレス：mmatsuda@jp.statestreet.com 
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